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１．はじめに

弁理士としての業務に長く携わっていると，好むと

好まざるとにかかわらず，特許事務所の離合集散や業

務の引継ぎを数多く見聞きし，自らも体験することに

なる。

一般的に行われている事務所の合体においては，双

方の経済的利益に対する思惑が潜んでいるから，経済

的な思惑が外れた場合は破局を迎えることになる。ま

た，それ以外に，性格の不一致の露呈，事務所カラー

の好みの相違，依頼者に接する態度ヘの違和感，金銭

感覚のズレ，仕事量の多寡などがストレスを増幅さ

せ，破局の原因となることが多い。

合体後に解決できない問題が生じても，双方の弁理

士は旧に戻すことができるから依頼者に多大な迷惑を

かけることはない。しかしながら，引退を目前にした

弁理士の業務の引継ぎにおいては，その失敗は依頼者

に不利益をもたらす可能性が大きいから，破局は許さ

れない。

本年（平成 26 年）8月に本会から事務所の引継ぎに

関するアンケートが送信され，その質問を眺めている

うちに過去に見聞きしたり体験したことを思い出し，

これに自分自身の体験を重ねて事務所の引継ぎ問題を

考えてみた。

以下に，私が思い出したこと，気がついたこと，そ

して，自分の業務の引継ぎ（をしてもらう側）につい

て肝に銘じていたことなどについて述べてみたい。

２．弁理士の置かれている状況

弁理士としての業務に携わっている者は，いわゆる

「定年」というものがなく，弁理士業務を終える時期に

ついては自分で決めなければならない。近い将来，弁

理士業務を終了しようとしている弁理士（この弁理士

を以後「卒弁＜ソツベン＞」と呼ぶことにする。）は，

依頼者に不利益を与えることなく自ら事務所を閉鎖で

きる者を除き，誰かに業務を引継いでもらう必要があ

る。したがって，この問題は，開業している弁理士が

避けて通れない道となる。なお，卒弁は，生涯登録し

たままの方もおられるから，弁理士登録を抹消するか

どうかの問題とは無関係である。

他方，卒弁に対応して，その業務を引継ぐ（あるい

は引継ごうとしている）弁理士（この弁理士を以後

「継弁」＜ケイベン＞と呼ぶことにする。）が存在する

のも事実である。
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弁理士は，日本国の知的財産権制度を支えるための特別な資格として位置付けられるから，個人事業として

公益的業務を行う立場に立たされていることになる。それゆえ，特許事務所の業務の引継ぎには，手続や管理

事務以外に，目に見えないいろいろなものが絡んでくると思われる。

最も大切なことは，依頼者と現会員との信頼関係を依頼者と新会員との信頼関係に移し換えることによっ

て，依頼者に対する不利益や不都合の負担を最小限度にしなければならないことであるといえよう。

業務の引継ぎは，会員個人が責任をもって行わなければならない問題であるが，それを指導監督する立場に

ある本会にとっても，業務引継ぎルールの確立は喫緊の課題であると思われる。
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卒弁と継弁の関係としては，勤務している事務所の

経営を引継ぐ形態，事務所同志を対等又は吸収合併す

る形態，卒弁の業務だけをその全部又は一部について

引継ぐ形態などが考えられるが，それぞれ立場や考え

方の相違によってその形態も微妙に異なることになろ

う。

弁理士として第一線を退こうとする年齢はさまざま

であるが，70〜75 歳位が比較的多いように思われる。

一般的に採用されている定年の年齢である 60 歳から

75 歳の間の弁理士数は，2014年 7 月 31 日現在 1,939

名（約 18％）である。この年齢層における単数会員事

務所（弁理士が一人の事務所）は，ひと昔前にいわれ

ていた 70％前後であると思われるから，1,300人程度

の会員が「継弁を必要とする卒弁予備軍」になると推

定される。

本会では，事務引継規定（内規第 48号）を設け，特

許業務の引き渡しを希望する会員が事務引受会員を定

め，あるいは引継事務を希望する一乃至複数人の会員

名を記載した届出書を執行役員会に提出しておくこと

を認めている。また，この引継ぎを円滑に進めるた

め，引渡希望会員が自己の希望する引継事務を事務引

渡登録簿に登録すること，及び引受希望会員が自己の

希望する引継事務を事務引受登録簿に登録すること，

を可能にしている。しかしながら，2014年 11月 11 日

現在，引受希望会員の届出は 20件あるものの，引渡希

望会員の届出はないようである。

３．業務引継の体験

（３−１） 特許業務の引継ぎは，年齢を問わずに体験

する可能性がある。引継ぎの形態としては，事務所単

位，依頼者単位，技術分野単位の他，個別の事件単位

のもの等が考えられるが，それぞれ円滑に引継ぎを終

えられた方，そうでなかった方がおられると思われ

る。本項の事例は卒弁・継弁の関係ではないが，私が

弁理士の死亡による引継ぎを体験したものであり，私

自身の記憶の中に印象深く残っているものである。

（３−２） 事例 1

私の事務所近くの長老弁理士 Aさんが亡くなられ

た。Aさんは，私が昭和 55 年に京都で独立開業した

時に「京都では 10 年辛抱する覚悟がいるで。よそで

は辛抱は 3年やと言われるが，京都の依頼者はむつか

しい。その代わり，信頼してもろたら死ぬまで事務所

に来てくれはる。」と助言していただいた方である。

現在ではピンとこないかも知れないが，京都ではそん

なものかと思ったように記憶している。

先輩弁理士 Bさんから，Aさんの事務所が閉鎖され

るのでその業務を引継ぎませんかと声をかけられた。

できたら引き継いで欲しいし，引継ぎの書面を作成し

てもよいと思っている，ともいわれた。

ご遺族は，出願や権利の継続性が保たれればそれで

結構であるとされたため，Bさんの提案で，中途受任

した案件については，そのまま出願公告の決定（昔は，

審査官が特許登録をしてもよいと判断した段階でこの

決定が下され，公告公報に掲載されて公衆審査＜いわ

ゆる付与前の異議申立＞に付されたが，この決定に

よって成功謝金を請求していた。）が下された段階で，

私が成功報酬を出願人に請求し，その全額を遺族にお

渡しすることとした。

私は，引継ぎを開始するに当たり，Aさんの遺族に

いろいろなことを問い合わせたが，原簿や依頼者の住

所録はない（渡したくなかった？）とのことであった。

また，遺族と連名での引継ぎの案内状を当方の費用で

出すことについて提案したが，それも行わないとのこ

とであった。私は，てっきり Bさんと Aさんの遺族

との間で第三者に引き継がせることについて話合いが

終わっていると理解していたが，実際行動してみる

と，具体的な仲介話は進んでいなかったことが判明し

たため，Bさんに私の方からの働き掛けを中止するこ

とを伝えた。

その後，遺族から，「取り扱ってみたい案件があれば

連絡をとってみてください。」と言って，商標・登録

日・登録番号・社名を記載した古いノートが持参され

た。到底引継ぎの要請とはいえない発言であると思っ

たが，万一権利が消滅した場合のことを心配して，登

録番号を手がかりにして 1〜3ケ月以内に更新手続き

期間が満了する権利者を調べて権利者に直接更新案内

を送付したが，更新を希望される権利者は皆無であっ

た。不思議なことに，このノートには出願中の案件は

全く含まれていなかった。遺族は独自に事務所の閉鎖

を連絡しているようであったので，ノートを返却する

ことにした。

ところが，しばらくして突然二十件程の実用新案登

録出願の出願書類が持ち込まれた。往復はがきで代理

人変更の問合せを行ったが，受任案件は半分程度で

あった。それでも 3 件程スンナリと出願公告の決定が

あったので，当初の約束にしたがって成功報酬の支払
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いをした。

不可解な引継ぎ(?)であった。正直言ってこんな引

継ぎは二度とするまいと思った次第である。

（３−３） 事例 2

75 歳前後と思われる弁理士 Cさんは，自宅で事務

所を開業されおり，雇用しているベテランの女性事務

員甲さんが事務一切を担当されていた。

Cさんは，軽い認知症が進行していたようで，依頼

のあった特許出願ヘの対応が全くできないまま亡く

なってしまった。甲さんは，Cさんの妻と協議し，管

理業務だけを一か所の事務所にお願いするのは申し訳

ないと思われていたようで，私を含め近在の弁理士 2，

3 人に分散して後処理を引き受けてくれるように依頼

をされていたようである。

私ヘの引継ぎは，Cさんが依頼を受けていた特許出

願だけであったが，最後まで走り回っておられた事務

員さんの姿が印象的であった。この事務員さんは，義

父が弁理士として経営されていた事務所の事務を手

伝っておられ，義父がなくなられた後 Cさんがその事

務所を事務員さんと共に引継いておられたようであ

る。

事務所の甲さんの誠実さが依頼者に通じたのか，こ

の特許出願の依頼者とのご縁は，現在も続いている。

（３−４） 教訓

これらの事例は，弁理士の死亡に基づく業務の引継

ぎである。事例は僅かであるが，ここから，特許事務

の引継ぎを行うに際して気付いた事項を以下に整理し

てみた。

（１） 仲介者がいる引継ぎの場合には，遺族・仲介

者・引継弁理士の三者間の信頼関係が形成されて

いることが円滑な引継ぎの前提となる。

（２） 仲介をしようとする者は，少なくとも双方の引

継ぎについて進捗状況を確認して円滑に引継ぎが

行われる環境作りをしなければない。

（３） 引継ぐ弁理士は，遺族との関係が円滑に進まな

い場合には積極的に関与しない方が良い。

（４） 引継がれる事務所の原簿，ファイル，住所録が

開示されない場合は円滑に進められない。

（５） 依頼者は，過去の実績を考慮して高齢の弁理士

であっても義理で依頼している場合があり，遺族

が紹介した弁理士への引継を希望されないことが

多い。

（６） 引継がれる事務所の「のれん代」をどう見るか。

人との信頼関係に基づいて行う業務は一方の意思

だけで業務の引継ぎは成り立たないから，引継ぎ

には「のれん代」を介在させるのは適切ではない

だろう。事例 1の Bさんも同じ考えであった。

（７） 亡くなった弁理士の遺族や事務所の事務員が，

依頼者から事務員として信頼を得ている場合に

は，業務の引継ぎは円満に行える可能性が高い。

（８） 上記は卒弁のいない引継ぎについての留意点で

あるが，卒弁と継弁との関係においても上記の考

え方は応用することができる。

４．見聞きした卒弁と継弁との関係

（４−１） 事務所を合体する場合

卒弁と継弁との間においても，事務所の合体と同じ

現象が生じる可能性があるといえるが，唯一の相違点

は，「卒弁」という立場の弁理士が存在することであ

る。この相違によって，別の問題が浮上することがあ

る。

以下に紹介をするのは，私が見聞きしたほんの一例

である。

（４−２） 事例 3

「弁理士 Dは，老後の業務の継続性を気にしている

卒弁 Eの事務所と合併した。その後 Dは，Eがいな

くても Dのスタッフを活用すれば仕事の処理はでき

ると思い，Eに対して，『仕事の方はスタッフで処理で

きますから，先生は毎日事務所には出てこなくてもい

いですよ。給料はお払いします。』といった内容の発

言をしたらしい。Eは立腹し，直後に合併は解消され

たようである。」

Dは，Eの業務の引継ぎの意味を理解していたので

あろうか。この合併は，依頼者と Eとの信頼関係を依

頼者と Dとの信頼関係に円滑に移し換えるための手

続であって，合併が Eの定年を意味するのではない。

Eの定年はこの移し換えが終わった後に来るのであ

る。

Eは，依頼者との長い付き合いを思い起こしながら

も，依頼者を心配させずに Dに引き継いで欲しいと

願っているのである。Dは，Eの心情を全く理解して

いないし，「依頼者の信頼の引継ぎ」を単に「事務の引

継ぎ」と誤解していた可能性がある。ひょっとした

ら，Dは，弁理士として卒弁と同様の信頼が直ちに得

られる，と自信過剰になっていたのかも知れない。
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（４−３） 事例 4

「弁理士 Fは，初老の卒弁 Gから事務所の合併を持

ちかけられた。誰かが軽い気持ちで紹介したようであ

る。引退後は事務所の業務を全部引継いで欲しいとの

ことであった。ところが，Gは，引退までは今まで通

り自分の仕事は自分がやると主張した。そのため，F

は，合併の必要性に疑問を持ち，将来いつまでも Gが

事務所で仕事をし続けることになれば，老化に起因す

る問題が起こりかねないことを憂慮し，Gの申し入れ

を断った。」

卒弁 Gは，業務の引継ぎをどのように考えていたの

であろうか。卒弁 Gのように，自分の都合だけを全面

に出した合併の持ちかけが継弁に受け入れられるとは

思えない。Gは，合併後に自分の存在が事務所の中に

どのような影響を与えるのかについて何も感じていな

かったのかもしれない。Gが身動きできなくなって初

めて Fが引き継ぐのであれば，それは単なる「事務の

引継ぎ」にすぎず，「依頼者の信頼の引継ぎ」とはなら

ない。

この例は，卒弁の「我」が勝ちすぎた例といえよう。

（４−４） 事例 5

「弁理士 Hは，友人である弁理士 Iが回復の見込み

のない病気にかかって悩んでいたため，Iの業務を事

務所ごと引き受けることにした。ところが，Iに多く

の出願を依頼していた企業は，Iの病気のことを知っ

ていて，すでに Iヘの依頼を停止していたにもかかわ

らず，Iはこの事実を Hに伝えていなかった。そのた

め，Hが事務所を引継いだ後では，Iの特許技術者の

給与に見合う仕事量の確保が望めなかったようであ

る。」

この事例は，継弁 Hの親切がアダになった例であ

る。卒弁は，引継ぎ後の継弁の事務所のことを考える

余裕がなかったのかもしれない。

（４−５） 事例 6

この事例は，私の体験である。

「高齢であるが現役バリバリの弁理士 Jさんが入院

され，不治の病であることが判明した。余命幾ばくも

ないことが宣告された後，息子さんから電話があり，

私に病院へ来て業務の引継ぎの相談に乗って欲しいと

のことであった。病院にお伺いしてげっそりと痩せら

れた Jさんと面会し，息子さん立ち会いのもとでお話

をお聞きした。すべての業務についての引継ぎを私に

委ねるから私の判断で善処してほしいとのことであっ

た。ところが，Jさんと私の依頼者には同業の方が多

く含まれており，ひと昔前に Jさんを相手方の代理人

として争った方も含まれていた。利益相反が生じるこ

とが危惧されたため，私は引き受けることができない

と判断し，息子さんの了解をえて，利益相反の問題が

回避できる弁理士 Kさんにすべてを引継いでもらう

ことにした。」

この事例では，私は引継ぎの仲介人としての経験を

させていただいた。引継ぎは円滑に進み，比較的短期

間で引継ぎは完了したと聞いている。

（４−６） 教訓

（１） 引継ぎの開始が卒弁の定年となるのではない。

（２） 継弁は卒弁に対する依頼者の信頼の受け皿とな

るから，両者は，その信頼を卒弁から継弁に円滑

に移行させることを認識しておくべきである。

（３） 卒弁・継弁は，信頼の引継ぎには時間を要する

ことを理解しておく必要がある。

（４） 卒弁は，弁理士として下り坂にあることを念頭

に置いておくことが肝要である。

（５） 卒弁は，自らの引退の時期を明確にし，潔さを

旨とするべきである。

（６） 利益相反については十分な注意が必要である。

（７） 卒弁事務所の事務員の引継ぎについては，引継

ぐ仕事量の予測，継弁の事務所における要求能力

を備えているか，事務員との協調性などについ

て，事前に確認しておく必要がある。

５．「卒弁」を意識し行動を起こすまで

京都で事務所を構えて以来，単独会員事務所の終焉

を数多く見てきた。80 歳を超えてなお頑張っておら

れる方も多数おられたが，不安を覚えて来所された依

頼者の話から，特許出願を依頼しても発明を理解して

もらえない，拒絶理由通知について技術的相違を説明

しても理解してもらえない，法改正にもついていけて

いないなど，なんとも言えない現状が目の前に突き付

けられたのである。

弁理士は，知的財産権制度を支えるために，私的な

立場に立ちながら，公益的業務を行っているから，こ

の点を認識して日常の業務に当たらなければならない

し，自らの業務を終える時においても同様である。

上述の出来事が頭の隅に残っていたせいか，私は，

50 歳を過ぎた頃から，一人で事務所を経営していると

この先同じ状況におかれる可能性があると考え思い始
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め，そんな状態になるまで弁理士業を続けるべきでは

ないと思うようになった。しかしながら，日常の業務

に追われていると，自分の事務所の引継ぎについて具

体的な行動にまで結びつけるには至らなかった。多く

の会員も同様な状態におかれそのまま時が過ぎていっ

たのではなかろうか。多くの友人にこの問題を投げか

けてアンテナだけは立てておいたせいか，私は，上記

の事例 3〜5 を始めとするいろいろなケースを見聞き

し，その後それらが役立ったような気がする。

「還暦」という言葉が周囲に飛び交うようになった

頃，仕事の処理時間が長くなって来ていることに気が

つき，夕方になると急に疲れを感じるようにもなって

きた。「ボチボチやナァ。気力，体力がボロボロにな

る前に引継ぎを終わらせられるように行動を起こさな

いとアカン。」という気持ちが強くなり，ようやく卒弁

として腰を上げることになったのである。

古くから付き合いのあるM弁理士（当時）は，同じ

事務所内であっても引継ぎを完全に終わるまでには年

単位の時間が必要だったと言われていた。引継ぎ後に

弁理士登録を抹消され，勤務されていた事務所を退職

されている。この体験を参考にさせていただくと，別

の事務所に信用ごと業務を引継いでもらう場合，依頼

者の特徴・性格，権利成立までの経緯，依頼者との二

人三脚の苦労話，事件ごとの裏話・注意点など，知っ

ておいてほしいことを伝えておかなければならないか

ら，私は，引継ぎには 3〜5年程度の期間をみる必要が

あると思った。

６．「卒弁」として肝に銘じたこと

2011年 8 月 21 日に私の事務所は現事務所（京都北

山特許法律事務所）と合併した。

私は，卒弁を意識しだした頃，自分が 60 歳を超えた

卒弁を受け入れる継弁の立場におかれた状況を仮定し

て考えてみたことがある。誰しも，自分が継弁の立場

におかれても，事務所運営についての信念を変えたく

ないし，徐々に下り坂にある弁理士が突如経営者とし

て入ってきた（落下傘経営者）場合，事務所内に違和

感が漂うことを心配することになろう。

業務の引継ぎを前提として，春先から，事務所の考

え方，仕事の進め方，依頼者の話，ファイルや期限の

管理方法，利益相反の有無の確認など，日常的な業務

について話し合う機会を何度かもった。依頼者に対す

る視点，報酬の請求に対する考え方，利益相反に対す

姿勢など，特許業務に対する考え方や姿勢が似てお

り，なんとなくウマが合う感触が得られ，最終的に，

「どちらかと言えば特許・意匠に強い継弁の事務所に，

どちらかと言えば商標の経験が多い卒弁が入る」形で

合併することになった。吸収合併の形態である。

合併に際し，事務所を共同経営の形態にする話が出

されたが，私は，ウマが合うとはいえ，下り坂にある

卒弁が継弁の事務所の経営に参画することについて好

いイメージが湧いてこなかった。経営者としてではな

く，今まで培ってきた実務の知識・要領・経験などを，

実務や勉強会を通じて事務所の担当者への伝承に徹す

ることとした。

合併後は，自分の息子夫婦と同世代かそれより若い

多くの所員さんと一緒に仕事をすることになったか

ら，私の業務環境は大きく変化した。現事務所におい

ては，日常業務について気付いた点については二度ま

では提案するが，三度は重ねないことにしている。事

務所に定着している業務の流れやリズムを乱すことに

なるからである。もちろん，相談された事柄について

は，自分の経験や知識，さらには人脈を駆使して対応

するようにしている。長年弁理士として業務を行って

きた卒弁の隠れた存在意義かもしれない。

卒弁は，自分が逆の立場に立った場合のことを想定

して業務の引継ぎを考えてみると，割り切った考え方

が生まれてくるようである。

卒弁・継弁間の引継ぎは，「若（継弁）が老（卒弁）

を補い，老が若を補う関係」にあって，「適切な時間を

掛けて行う一過性のもの」と位置付けておくことが望

ましいように思われる。

ところで，私自身，自らの「事務所経営者」として

の立場が無くなった際に，精神的な負担が小さくな

り，こんなにも気持ちが楽になるのかと思うように

なったことを付け加えておきたい。

７．継弁の気持ち

本稿の第 1稿を書きあげた後，現事務所の西村所長

に原稿を渡してパテントヘの投稿を伝えると共に，卒

弁たる私と協議を進める際に，どのようなことを考え

ておられたのかをお聞きしたところ，次のようなご意

見をいただいたので，紹介しておきたい。

・・・・・・・・・・

肥田さんからお話があり，継弁として引継ぎを決め

るにあたって，今思い起こせば，恐ろしいことに，細
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かいことはほとんど何も考えておらず，ただ，以下の

3つがクリアできれば，あとはなんとでもなると思っ

ていた。

1つめは，ウマが合うかどうかである。これは，従

前から肥田さんと地区会や飲み会でお話する機会があ

り，その人となりを知っていたので，そこになんら不

安はなかった。

2 つめは，費用面である。しかし，引継ぎを利用し

て顧客を増やそうとか，儲けようとかいったことを企

図していなかったし，むしろ，いろいろなことを教え

てもらえるのだから，マイナスでもかまわないとさえ

考えていたので，ここで悩むこともなかった。

3つめは，所員全
・

員
・

の無理のない同意を得られるか

どうかである。このとき，前述の 2つの点は，方針と

して皆に確認したと思う。幸い，皆が快く同意してく

れたので，この点もクリアできた。

こうして肥田さんと一緒になることを決めたが，果

たして大きな問題は起こらず，その後，3年余を経て

自然に事務所が一体化し，相補の関係が生まれてきた

ように思える。

最後に，このように自然な形で卒弁と継弁とが一体

化でき，長く続けてこられた理由について，思うとこ

ろを述べておきたい。

実際，一緒になってやってみると，当然のことなが

ら案件に対する対応の方針や事務処理，顧客対応な

ど，具体的な点で意見が異なることはあったし，それ

は今でもある。

しかしながら，肥田さんの意見には，今までのご自

身の経験による理由付けが必ずあり，納得のできるも

のであった。

その結果，継弁側の所員全員が，肥田さんに対し，

学ばせてもらえている，という感謝の気持ちを持つよ

うになったし，さらにその結果，肥田さんが今まで築

きあげられてきた信頼を失うようなことは絶対にしな

いでおこう，といった気運ができて，自然に良い関係

が生まれたように思える。

・・・・・・・・・・

８．おわりに

私自身，業務の引継ぎは道半ばを過ぎたところに位

置しているのではないかと思う。70 歳の大台に乗る

前には第一線を退きたいとの考えは，当初から変わる

ことはない。

引継ぎ完了後の自分の身の振り方については，代理

業務をせずに「素老人弁理士」をしばらくの間迷惑を

掛けない程度に続けてソフトランディングするか，登

録を抹消して「素浪人」となるのかを選択することに

なると思われるが，それは極めて個人的な「後の問題」

ではあるものの，ボチボチ考える時期に来ているよう

である。

事務所の合併後しばらくして，元調査室長の仁平さ

んから弁理士業務廃業の挨拶状をいただいた。その中

に，「人生を一幕の芝居にたとえれば，幕が下りるまで

まだ一場か二場はあるような気がしますので，気力体

力に若干の余裕があるうちに，と決断した次第です。」

とする件があった。定年を自分で決めなければならな

い弁理士の最終章において「若干の余裕」を残すこと

は，「士（もののふ）」として肝に銘じておくべきでは

なかろうか。

冒頭に示した 1,300人の「継弁を必要とする卒弁予

備軍」の方々に，本稿が多少ともお役に立てれば幸い

です。

（完）

(原稿受領 2015. 1. 9)
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